
 

 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の 

特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 

（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）（抄） 
 

（窒素酸化物総量削減基本方針） 

第六条 国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若

しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは

第三項の総量規制基準及び同法第十九条の規定による措置のみによっては環境基本

法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境

上の条件についての基準（二酸化窒素に係るものに限る。次条第二項第三号におい

て「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。）の確保が困難であると認められる地

域として政令で定める地域（以下「窒素酸化物対策地域」という。）について、自動

車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針（以下「窒素酸化物総量削減基本

方針」という。）を定めるものとする。 

２ 窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標 

二 次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定、第十五条第一項の窒素酸化物重

点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他

窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に

関する基本的な事項 

三 前二号に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化

物の総量の削減に関する重要な事項 

３ 都道府県は、その区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当し、又は

該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令

の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができ

る。 

４ 環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとすると

きは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。  

５ 環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。  

６ 環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あら

かじめ、第二項第二号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとと
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もに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。  

７ 環境大臣は、第五項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、窒素酸

化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。  

８ 前三項の規定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。  

 

（窒素酸化物総量削減計画） 

第七条 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本

方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削

減に関し実施すべき施策に関する計画（以下「窒素酸化物総量削減計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸化物対策地域について、第一号に掲げる

総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総

量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排

出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況

の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、

大気中に排出される窒素酸化物の総量 

二 当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量 

三 当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、

大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環境基準に照ら

し環境省令で定めるところにより算定される総量 

四 第二号に掲げる総量についての削減目標量（中間目標としての削減目標量を定

める場合にあっては、その削減目標量を含む。） 

五 計画の達成の期間及び方途 

３ 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めようとするときは、第十条第一

項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。 

４ 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければな

らない。 

５ 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる

事項を公告しなければならない。 

６ 前三項の規定は、窒素酸化物総量削減計画の変更（第十六条第一項の窒素酸化物

重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。）について準用する。 

 

 



（粒子状物質総量削減基本方針） 

第八条 国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若

しくは第三項 若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しく

は第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界

基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにス

パイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律（平成二年法律第五十五号）第五条

第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項 の規定による

大気の汚染に係る環境上の条件についての基準（浮遊粒子状物質に係るものに限る。

次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。）の確保

が困難であると認められる地域として政令で定める地域（以下「粒子状物質対策地

域」という。）について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針（以

下「粒子状物質総量削減基本方針」という。）を定めるものとする。  

２ 粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標  

二 次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定、第十七条第一項の粒子状物質重

点対策地区の指定、第三十一条第一項の判断の基準となるべき事項の策定その他

粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に

関する基本的な事項  

三 前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物

質の総量の削減に関する重要な事項  

３ 第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件

に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域がある場合について、同

条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項まで

の規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。  

 

（粒子状物質総量削減計画）  

第九条 都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本

方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削

減に関し実施すべき施策に関する計画（以下「粒子状物質総量削減計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる

総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総

量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排

出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況

並びに原因物質（粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるもの



をいう。第一号及び第三号において同じ。）の排出状況の推移等を勘案し、政令で定

めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、

大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量（原因物質については、環境

省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量） 

二 当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量 

三 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、

大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大

気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量（原因物質に

ついては、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量）  

四 第二号に掲げる総量についての削減目標量（中間目標としての削減目標量を定

める場合にあっては、その削減目標量を含む。）  

五 計画の達成の期間及び方途  

３ 第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更

（第十八条第一項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。）

について準用する。  

 

（協議会） 

第十条 第六条第一項又は第八条第一項の規定により窒素酸化物対策地域又は粒子状

物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地

域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子

状物質総量削減計画に定められるべき事項について調査審議するため、都道府県知

事、都道府県公安委員会、関係市町村（特別区を含む。）、関係地方行政機関及び関

係道路管理者を含む者で組織される協議会を置く。  

２ 前項に定めるもののほか、同項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都

道府県の条例で定める。 

 

 



自動車ＮＯｘ・ＰＭ法施行規則（抄） 

 

（窒素酸化物の総量の算定） 

第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（以下「法」という。）第七条第二項第三号の総量は、次

の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対

策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、

当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確

保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素

酸化物の総量となるよう算定するものとする。 

一 風向、風速等の気象条件 

二 自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況 

三 窒素酸化物の排出状況 

四 窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸

化物の発生源の状況及び排出状況 

五 二酸化窒素による大気汚染の状況 

六 その他総量の算定に必要な事項 

２ 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物

の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行

うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定

量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測

された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなけ

ればならない。 

 

（粒子状物質の総量の算定） 

第二条 法第九条第二項第一号 及び同項第三号の原因物質を粒子状物質に換算した

総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地

域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒

子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として

算出した係数を乗じることにより算定するものとする。 

２ 法第九条第二項第三号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、

大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の

排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域

の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する濃度とな

る場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と



各原因物質の総量（各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の

総量に換算したものをいう。）を合算した量となるよう算定するものとする。 

一 風向、風速等の気象条件  

二 自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況  

三 粒子状物質及び各原因物質の排出状況  

四 粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状

物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況  

五 浮遊粒子状物質による大気汚染の状況  

六 その他総量の算定に必要な事項  

３ 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質

の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算

を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による

大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定

される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していること

が確認されたものでなければならない。 

 

 

 


